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 佐
賀
県
知
事
管
理
区
分
佐
賀
県
知
事
管
理
量
に
係
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
停
止
に
関
す
る
規
則
（
令
和
２
年
規
則
第
●
号
）
新
旧
対
照
表
 
 
 

改
正
前
 

改
正
後
 

○
佐
賀
県
知
事
管
理
量
に
係
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
停
止
に
関
す
る
規
則

 
○
佐
賀
県
知
事
管
理
区
分
に
係
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
停
止
に
関
す
る
規
則

 
平
成
31
年
２
月
１
日
 

令
和
３
年
●
月
●
日
 

佐
賀
県
規
則
第
２
号
 

佐
賀
県
規
則
第
●
号
 

佐
賀
県
知
事
管
理
量
に
係
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
停
止
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。
 

佐
賀
県
知
事
管
理
区
分
に
係
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
停
止
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。
 

佐
賀
県
知
事
管
理
量
に
係
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
停
止
に
関
す
る
規
則
 

佐
賀
県
知
事
管
理
区
分
に
係
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
停
止
に
関
す
る
規
則
 

（
趣
旨
）
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
８
年
法
律
第

77
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
10
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
管
理
量
に
係
る

く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
採
捕
の
停
止
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。
 

第
１
条

  
こ
の
規
則
は
、
漁
業
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
26
7号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
3

3条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
管
理
区
分
に
係
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
採
捕
の
停
止
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
定
義
）
 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 
第
２
条
 
こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

２
 
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。
 

２
 
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。
 

(1
) 
小
型
く
ろ
ま
ぐ
ろ
 
30
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
い
う
。
 

(1
) 
小
型
く
ろ
ま
ぐ
ろ
 
30
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
い
う
。
 

(2
) 
大
型
く
ろ
ま
ぐ
ろ
 
30
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
い
う
。
 

(2
) 
大
型
く
ろ
ま
ぐ
ろ
 
30
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
い
う
。
 

(3
) 
管
理
期
間
 
小
型
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
大
型
く
ろ
ま
ぐ
ろ
に
係
る
知
事
管
理
量
に
よ
る

管
理
の
対
象
と
な
る
期
間
と
し
て
法
第
３
条
第
１
項
の
基
本
計
画
で
定
め
る
期
間
を
い

う
。
 

削
除
 

(4
) 
定
置
漁
業
等
 
漁
業
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
26
7号
）
第
６
条
第
３
項
 

に
規
定
す
る
定
置
漁
業
、
同
条
第
５
項
第
２
号
に
規
定
す
る
第
２
種
共
同
漁
業
及
び
佐
賀
県

漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
45
年
佐
賀
県
規
則
第
38
号
）
第
７
条
第
15
号
に
規
定
す
る
小
型
定

置
網
漁
業
を
い
う
。
 

削
除
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（
採
捕
状
況
の
告
示
）
 

（
採
捕
状
況
の
告
示
）
 

第
３
条
 
知
事
は
、
管
理
期
間
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の

旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
３
条
 
知
事
は
、
管
理
年
度
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の

旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(1
) 
小
型
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
大
型
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
数
量
（
以
下
「
採
捕
の
数
量
」
と

い
う
。
）
が
、
知
事
管
理
量
を
超
え
て
お
り
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
が
著
し
く
大
き
い
と

認
め
る
と
き
。
 

(1
) 
小
型
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
大
型
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
数
量
が
、
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

を
超
え
て
お
り
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
が
著
し
く
大
き
い
と
認
め
る
と
き
。
 

(2
) 
定
置
漁
業
等
に
係
る
採
捕
の
数
量
が
、法
第
４
条
第
１
項
の
都
道
府
県
計
画（
以
下「
県

計
画
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
数
量
を
超
え
て
お
り
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
が
著
し
く
大

き
い
と
認
め
る
と
き
。
 

削
除
 

(3
) 
定
置
漁
業
等
以
外
の
漁
業
に
係
る
採
捕
の
数
量
が
、
県
計
画
で
定
め
る
数
量
を
超
え
て

お
り
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
が
著
し
く
大
き
い
と
認
め
る
と
き
。
 

削
除
 

（
採
捕
の
停
止
）
 

（
採
捕
の
停
止
）
 

第
４
条
 
知
事
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
該
当
す
る
旨
の
告
示
を
し

た
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
は
、
当
該
告
示
の
日
の
翌
日
か
ら
同
日
の
属
す
る
管

理
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
告
示
に
係
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

採
捕
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

第
４
条
 
知
事
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
採
捕
の
停
止
の
告
示
を
し
た
場
合
に
は
、佐
賀
県
に
住
所

又
は
主
た
る
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
所
の
所
在
地
が
あ
る
漁
業
者
は
、
当
該
告
示
の
日
の
翌

日
か
ら
同
日
の
属
す
る
管
理
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
告
示
に
係
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
採
捕
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

(1
) 
前
条
第
１
号
 
定
置
漁
業
等
、
定
置
漁
業
等
以
外
の
漁
業
及
び
遊
漁
船
業
を
営
む
者
並

び
に
遊
漁
を
行
う
者
 

削
除
 

(2
) 
前
条
第
２
号
 
定
置
漁
業
等
を
営
む
者
 

削
除
 

(3
) 
前
条
第
３
号
 
定
置
漁
業
等
以
外
の
漁
業
及
び
遊
漁
船
業
を
営
む
者
並
び
に
遊
漁
を

行
う
者
 

削
除
 

 
２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
前
項
の
告
示
に
係
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と

認
め
る
旨
の
告
示
を
し
た
と
き
は
、
前
項
の
告
示
に
係
る
者
は
、
当
該
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
認

め
る
旨
の
告
示
を
し
た
日
か
ら
前
項
の
告
示
に
係
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
採
捕
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

附
 
則
 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
20
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

こ
の
規
則
は
、
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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根
拠
法
の
変
更
内
容
等
 

備
考

対
象

魚
種

魚
種

同
じ

罰
則

法
に
規

定
さ
れ

る
罰

則
は

、
３
年
以

下
の

懲
役
若

し
く
は

2
0
0万

円
以

下
の
罰

金
、
又

は
こ
れ

の
併

科
（
法

第
2
2
条

第
１
号

）
法
に
規
定
さ
れ
る
罰
則
は
、
３
年
以
下
の
懲
役
又
は
3
0
0
万
円
以
下
の

罰
金

（
法

第
1
9
0条

第
２
号

）

採
捕
の

停
止

に
関

す
る
規

則
の

主
な
変

更
点

名
称

佐
賀
県
知
事
管
理
量
に
係
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の

採
捕
の
停
止
に
関
す
る
規

則
（廃

止
）

佐
賀

県
特

定
水
産

資
源

の
採
捕

の
停

止
に
関

す
る
規

則
（
新

規
）

第
１
種
特

定
特

定
海

洋
生

物
資
源

特
定

水
産

資
源

対
象

漁
業

者
及

び
遊
漁

者
漁
業

者
（
遊

漁
者

は
国

が
規
制

）

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理

に
関
す
る
法
律

改
正
漁
業
法

（
採
捕

の
停

止
等
）

（
採
捕

の
停

止
等
）

第
10
条

第
2
項

第
3
3
条

第
２
項

改
正

前
改

正
後

根
拠
法

（
～
R
2
.1
1
.3
0
）

（
R
2
.1
2
.1
～

）

 

 〇
農

林
水

産
省

令
第

六
十

九
号

 
漁

業
法

（
昭

和
二

十
四

年
法

律
第

二
百

六
十

七
号

）
第

三
十

三
条

第
一

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
特

定
水

産
資

源
の

採
捕

の
停

止
に

関
す

る
省

令
を

次
の

よ
う

に
定

め
る

。
 

令
和

二
年

十
月

七
日

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
農

林
水

産
大

臣
 

野
上

浩
太

郎
 

特
定

水
産

資
源

の
採

捕
の

停
止

に
関

す
る

省
令

 
１

 農
林

水
産

大
臣

が
漁

業
法

第
三

十
三

条
第

一
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
認

め
る

旨
の

告
示

を
し

た
と

き
は

、そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

者
は

、当
該

告
示

を
し

た
日

の
翌

日
か

ら
同

日
の

属
す

る
管

理
年

度
の

末
日

（
当

該
告

示
に

お
い

て
期

間
が

定
め

ら
れ

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
期

間
の

末
日

）
ま

で
の

間
は

、
当

該
告

示
に

係
る

特
定

水
産

資
源

の
採

捕
を

し
て

は
な

ら
な

い
。

 
２

 前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、農

林
水

産
大

臣
が

同
項

の
告

示
に

係
る

場
合

に
該

当
し

な
く

な
っ

た
と

認
め

る
旨

の
告

示
を

し
た

と
き

は
、同

項
の

告
示

に
係

る
者

は
、当

該
該

当
し

な
く

な
っ

た
と

認
め

る
旨

の
告

示
を

し
た

日
か

ら
同

項
の

告
示

に
係

る
特

定
水

産
資

源
の

採
捕

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
附

則
 

こ
の

省
令

は
、

漁
業

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

等
の

法
律

（
平

成
三

十
年

法
律

第
九

十
五

号
）

の
施

行
の

日
（

令
和

二
年

十
二

月
一

日
）

か
ら

施
行

す
る

。
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佐賀県有明海漁業協同組合 定款（一部抜粋） 

 

（暴力団員等の排除） 

第９条の２ 前条の規定にかかわらず、暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この項におい

て「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなつた日から５年を経過しない者をいう。以

下同じ。）又は暴力団員等がその事業を支配する者は、この組合に加入することができない。 

２ 前条第１項の加入申込書には、前項に規定する者に該当しないことの表明及び将来に

わたっても当該者に該当しないことの確約を記載した書面を添付しなければならない。 

 

 

（除  名） 

第１５条 組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会又は総代会の議決によっ

て除名することができる。この場合には、総会又は総代会の日から一週間前までにその組合

員に対してその旨を通知し、かつ、総会又は総代会において弁明する機会を与えなければな

らない。 

（１）～（２）略 

（３）この組合の事業を妨げる行為をしたとき（暴力団員等、暴力団員等がその事業を支配

する者及び暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそ

れのある当該組合員が、この組合又は他の組合員に損害を与え、又は損害を与えるおそれ

のある行為をしたときを含む。前号又は次号の規定に該当する場合を除く。） 

（４）略 

（５）第９条の２第２項の表明又は確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 

２ 略 
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も
が
い
特
別
採
捕
実
績
の
推
移

採
捕
年

支
所
名

特
別
採
捕

従
事
者
数

採
捕
量

特
別
採
捕

従
事
者
数

採
捕
量

特
別
採
捕

従
事
者
数

採
捕
量

特
別
採
捕

従
事
者
数

採
捕
量

特
別
採
捕

従
事
者
数

採
捕
量

特
別
採
捕

従
事
者
数

採
捕
量

特
別
採
捕

従
事
者
数

採
捕
量

東
与
賀
町

10
 

9 
7 

7 
5 

5
3

佐
 賀
 市

21
 

72
,0
00
 

21
 

50
,0
00
 

20
 

50
,0
00
 

20
 

50
,0
00
 

17
 

45
,0
00
 

20
42
,0
00

16

久
保
田
町

6 
8,
00
0 

6 
6 

6 
1,
00
0 

2 
2

0

芦
　
　
刈

65
 

15
,5
80
 

65
 

13
,4
40
 

64
 

64
 

58
 

54
46

福
 富
 町

13
 

13
 

12
 

12
 

9 
9

8

新
 有
 明

14
 

2,
00
0 

12
 

9,
20
0 

11
 

8,
00
0 

11
 

6,
00
0 

13
 

3,
00
0 

13
48
,0
00

13
34
,0
00

白
　
　
石

6 
31
,5
53
 

6 
27
,0
00
 

5 
15
,0
00
 

5 
13
,3
00
 

5 
3,
34
9 

5
15
5,
23
5

6
38
,8
38

鹿
 島
 市

10
7 

10
9 

10
4 

10
4 

99
 

10
0

94

た
　
　
ら

26
 

66
,0
00
 

28
 

25
,7
70
 

24
 

24
 

19
 

19
20

大
　
　
浦

8 
10
3,
42
6 

8 
8 

8 
4 

5
4

計
27
6 

29
8,
55
9 

27
7 

12
5,
41
0 

26
1 

73
,0
00
 

26
1 

70
,3
00
 

23
1 

51
,3
49
 

23
2 

24
5,
23
5 

21
0 

72
,8
38
 

〔
単
位
〕
　
採
捕
従
事
者
：
延
べ
人
数
、
採
捕
量
：
kg

平
成
３
０
年

平
成
２
８
年

平
成
２
７
年

平
成
２
９
年

令
和
２
年
度

平
成
２
６
年

令
和
元
年
度
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第１号 
 
 佐賀県有明海区における第１種区画漁業権（のり養殖業）漁場について、漁
業法第１２０条第１項の規定により次のとおり指示する。 
 
昭和４８年 ９月 ８日 
昭和５６年１０月 ５日一部改正 
平成 ５年 １月２０日一部改正 
令和 ３年 ２月 ４日一部改正 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   
会 長  德 永  重 昭   

 
１ 第１種区画漁業権漁業に基づくのり養殖施設の周囲５０メートル以内の区
域には当該漁業権者あるいは入漁権者以外は立入ってはならない。 
ただし、第１種及び第３種区画漁業権（貝類養殖業）漁場内において、当

該漁業権者が漁業権に基づき操業する場合並びに佐賀県有明海区漁業調整委
員会が特に必要と認めた場合はこの限りでない。 
 

２ 共同漁業権漁業に基づく採貝業及びその他の各種漁業は、第１種区画漁業
権（のり養殖業）漁場及び当該漁場周辺に設けられた１８０メートル、９０
メートル（１００間、５０間）の大船通し、大潮通しの区域内においてはの
り養殖業の操業期間中は操業してはならない。 
ただし、第１種及び第３種区画漁業権（貝類養殖業）漁場内において、当

該漁業権者が漁業権に基づき操業する場合並びに佐賀県有明海区漁業調整委
員会が特に必要と認めた場合はこの限りでない。 
 
３ 指示の期間は、令和３年２月４日から令和５年８月３１日までとする。 
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第４０号 
 
 佐賀県有明海区における共同漁業権有共第１号第２種共同漁業の竹羽瀬漁業
の保護のため、漁業法第１２０条第１項の規定により次のとおり指示する。 
ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会長が認めた場合は、この限りでない。 
  
 平成３０年７月２４日 
 令和 ３年２月 ４日一部改正 
 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   
会 長  德 永  重 昭   

 
 平成３０年９月１日から令和５年８月３１日までの間、竹羽瀬両こうで先を
７０メートルに延長した点を結ぶ線以内と、こうでと袋網の後面１０メートル
以内の区域。 
 上記保護区域内では当該漁業に著しく支障をおよぼす漁業を営み、当該漁業
の魚道を遮断し、又は、魚群を逸散させる行為をしてはならない。 
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第４２号 
 
 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により佐賀県
有明海区におけるムツゴロウ及びシオマネキの採捕について、次のとおり指示
する。 
ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会が特に必要と認めた場合は、この限
りでない。 
なお、平成２８年２月１８日付け佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第２９
号及び同第３０号は、平成３１年３月１日をもって廃止する。 
 
平成３１年２月１２日 
 令和 ３年２月 ４日一部改正 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   
会 長  德 永  重 昭   

 
１ 全長１０センチメートル以下のムツゴロウは、採捕してはならない。 
 
２ ５月１日から５月３１日までの間、ムツゴロウを採捕してはならない。 
 
３ 次の区域内においては、ムツゴロウ及びシオマネキを採捕してはならない。 

六角川のうち、次の直線Ａ及びＢによって囲まれた区域（別図１） 
直線Ａ 杵島郡白石町有明干拓福富地区林源林太郎搦排水樋管下流端と

小城市芦刈町道免１３７１番地４１地先住ノ江港第４号灯標を
通る直線 

直線Ｂ 佐賀県小城市芦刈町と同杵島郡白石町にかかる住ノ江橋下流端 
 

４ 次の区域内においては、ムツゴロウを採捕してはならない。 
ア、イ、ウの各点を順に結んだ直線とウから只江川右岸側桟橋の西側縁 

辺に沿って点エに至る線及び最大高潮時海岸線とによって囲まれた海域（別
図２） 
 点ア 只江川河口南西側に位置する排水機場（杵島郡白石町新有明農

林南部排水機場）から有明海側に突出したコンクリート舗装排水
路の先端南西端 

 点イ 只江川河口右岸側桟橋（杵島郡白石町新有明漁港一号物揚桟橋）
の南西側に取り付けた斜路の先端部北西端 

 点ウ 点イの斜路の桟橋への取付基部北西端 
 点エ 只江川河口右岸側桟橋の国営有明干拓堤防への取付基部西端 
 

５ 指示の期間は、平成３１年３月１日から令和５年８月３１日までとする。 
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（図１）

（図２）

Ａ

Ｂ
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第４８号 
 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により、佐賀
県有明海区におけるウミタケの採捕について、次のとおり指示する。 
ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会がウミタケ資源の保護に支障がない
として特に認めた場合は、この限りでない。 
  
令和２年４月２８日 
令和３年２月 ４日一部改正 
 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   
会 長  德 永  重 昭   

 
１ ウミタケの採捕を禁止する。 
 
２ 指示の期間は、令和２年５月１日から令和３年４月３０日までとする。 
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第５０号 
 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により、佐賀
県有明海区におけるアゲマキの採捕について、次のとおり指示する。 
ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会が必要と認めた場合は、この限りで
ない。 
  
 令和２年５月２１日 
 令和３年２月 ４日一部改正 
 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   
  会 長  德 永  重 昭   

 
１ アゲマキの採捕を禁止する。 
 
２ 指示の期間は、令和２年６月１日から令和３年５月３１日までとする。 
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職
務
・
職
責
に
応
じ
た
給
与
制
度
の
導
入
に
つ
い
て

令
和
３
年
２
月
人
事
課
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見
直
し
の
背
景
・
方
針

１
職
務
給
の
原
則
の
徹
底

改
正
地
公
法
（
H
2
8
.4
施
行
）
に
お
い
て
職
務
給
の
原
則
の
徹
底
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

平
成
2
9
年
の
人
事
委
員
会
報
告
に
お
い
て
、
「
本
委
員
会
に
お
い
て
も
、
任
命
権
者
と
協
議
し
な
が
ら
、

本
県
の
実
情
に
即
し
た
職
務
・
職
責
と
給
与
の
よ
り
適
切
な
対
応
関
係
を
構
築
す
る
た
め
、
給
料
表
の

在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

２
職
員
の
職
務
や
職
責
に
報
い
る
制
度
の
実
現

職
務
・
職
責
が
異
な
る
職
が
同
一
の
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
る
た
め
、
昇
任
し
て
も
必
ず
し
も
給
与
へ
の

反
映
が
な
く
、
職
員
が
担
う
職
務
・
職
責
に
報
い
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。

職
員
へ
の
意
識
調
査
で
、
職
務
・
職
責
に
応
じ
た
給
与
制
度
を
徹
底
し
た
方
が
よ
い
と
の
意
見
が
多
い
。

職
務
・
職
責
を
よ
り
反
映
し
た
給
与
制
度
へ
の
見
直
し
（
職
の
見
直
し
を
含
む
）

①
原
則
と
し
て
ひ
と
つ
の
級
に
ひ
と
つ
の
職
を
対
応
さ
せ
る

②
係
長
同
等
の
職
務
を
行
う
ス
タ
ッ
フ
職
と
し
て
「
主
任
主
査
」
を
新
た
に
設
置

（
現
行
の
副
主
査
を
「
主
査
」
に
改
め
る
）

職
と
給
与
（
級
）
の
一
致
に
よ
り
昇
任
と
給
与
が
連
動
す
る
こ
と
で
透
明
性
が
高
く
分
か
り

や
す
い
制
度
、
職
員
の
頑
張
り
や
責
任
に
報
い
る
制
度
が
実
現

2
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改
正
案
【
行
政
職
】

令
和
3
年
4
月
1
日
付
け
で
新
た
な
職
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴
い
、
等
級
別
基
準
職
務
表
（
佐
賀
県
職
員

給
与
条
例
）
を
改
正
し
、
原
則
と
し
て
ひ
と
つ
の
職
に
対
し
て
ひ
と
つ
の
級
を
対
応
さ
せ
る
。

４
級
（
係
長
級
）
、
５
級
（
副
課
長
級
）
へ
の
昇
格
対
応
を
見
直
し
、
ラ
イ
ン
職
に
対
し
て
は
新
た
に

加
算
額
を
措
置 改
正
前

改
正
後

級
標
準
的
な
職
務

役
職
加
算

級
標
準
的
な

職
務

同
等
職
務

加
算

措
置

役
職

加
算

加
算

措
置

役
職

加
算

５
困
難
副
課
長

1
0
％

５
副
課
長

○
1
0
％

主
幹

－
1
0
%

４

副
課
長

困
難
係
長

困
難
主
査

副
課
長
:1
0
％

係
長
級
:5
又
は
1
0
％

４
係
長

○
1
0
％

主
任
主
査

(新
)

－
5
%

３
係
長

主
査
・
副
主
査

5
％

３
主
査
(新
)

5
％

２
高
度
主
事

－
２
高
度
主
事

１
定
型
主
事

－
１
定
型
主
事

※
現
行
副
主
査
を
「
主
査
」
に
改
め
、
新
た
に
「
主
任
主
査
」
（
係
長
同
等
の
職
務
を
行
う
ス
タ
ッ
フ
職
）
を
設
置

3
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各
委
員
会
等
事
務
局
に
お
い
て
必
要
な
作
業

「
主
任
主
査
」
を
新
設
し
、
「
副
主
査
」
を
廃
止
。

要
改
正
規
則
等

知
事
部
局

職
の
設
置
に
関
す
る
規
則

昭
和
3
1
年
規
則
第
6
9
号

佐
賀
県
消
防
事
務
職
員
制
服
及
び
貸
与
規
程

昭
和
3
7
年
訓
令
甲
第
2
7
号

佐
賀
県
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程

昭
和
2
6
年
訓
令
甲
第
1
号

議
会
事
務
局

佐
賀
県
議
会
事
務
局
規
程

昭
和
3
6
年
議
会
告
示
第
1
号

選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局

佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
設
置
規
程

昭
和
2
7
年
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
1
7
号

監
査
委
員
事
務
局

佐
賀
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程

昭
和
4
6
年
監
査
委
員
告
示
第
1
号

海
区
漁
業
調
整

委
員
会
事
務
局

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
設
置
規
程

昭
和
5
2
年
有
明
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第

1
号
/松
浦
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
1
号

4

【
改
正
例
】

改
正
前

改
正
後

別
表

別
表

主
幹
、
係
長
、
主
査
、
副
主
査
、
主
事

主
幹
、
係
長
、
主
任
主
査
、
主
査
、
主
事
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佐
賀
県
文
書
規
程
等
の
一
部
改
正
（
案
)の
概
要

総
務
部

法
務
私
学
課

改
正
の
理
由

本
庁
及
び
所
に
お
け
る
⽂
書
事
務
の
⼀
層
の
適
正
か
つ
能
率
的
な
運
営
の
実
現
す
る
等
の
た
め
、
佐
賀
県
⽂

書
規
程
、
佐
賀
県
公
印
規
程
、
佐
賀
県
電
⼦
署
名
規
程
等
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
⾏
う
必
要
が
あ
る
。

改
正
案
の
概
要

１
佐
賀
県
⽂
書
規
程
に
つ
い
て
、
題
名
を
佐
賀
県
⽂
書
管
理
規
程
（
以
下
「
⽂
書
管
理
規
程
」
と
い
う
｡）
に

改
め
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
内
容
の
改
正
を
⾏
う
こ
と
と
し
た
。
（
第
１
条
関
係
）

(1
)
適
正
か
つ
能
率
的
な
⽂
書
管
理
が
必
要
な
理
由
に
「
県
政
に
関
す
る
⽂
書
の
散
逸
防
⽌
」
を
加
え
る
こ

と
と
し
た
。
（
⽂
書
管
理
規
程
第
１
条
関
係
）

(2
)
同
種
の
事
案
等
で
多
量
に
発
⽣
す
る
⽂
書
へ
の
⽂
書
記
号
の
付
与
（
枝
番
号
）
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

を
定
め
る
こ
と
と
し
た
（
⽂
書
管
理
規
程
第
４
条
関
係
）

(3
)
⽂
書
管
理
に
係
る
所
属
⻑
、
職
員
の
責
務
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
⽂
書
管
理
規
程
第
５

条
の
２
及
び
第
８
条
の
２
関
係
）

(4
)
公
印
の
押
印
及
び
電
⼦
署
名
は
、
法
令
等
に
定
め
が
あ
る
場
合
な
ど
、
重
要
な
⽂
書
に
限
り
⾏
う
こ
と

と
し
た
。
（
⽂
書
管
理
規
程
第
34
条
関
係
）

(5
)
そ
の
他
⽂
書
事
務
の
適
正
か
つ
能
率
的
な
運
営
の
た
め
に
必
要
な
改
正
を
⾏
う
こ
と
と
し
た
。

２
佐
賀
県
公
印
規
程
、
佐
賀
県
電
⼦
署
名
規
程
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
⾏
う
こ
と
と
し
た
。
（
第
２
条
及

び
第
３
条
関
係
）

３
押
印
⾒
直
し
に
関
す
る
所
要
の
改
正
を
⾏
う
こ
と
と
し
た
。

４
令
和
３
年
４
⽉
１
⽇
か
ら
施
⾏
す
る
。
た
だ
し
、
３
に
つ
い
て
は
公
布
の
⽇
か
ら
施
⾏
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